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平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
地
方
振
興

局
の
再
編
に
よ
り
、
現
在
の
９
つ
の
地

方
振
興
局
が
３
つ
の
県
民
局
と
６
つ
の

支
局
に
変
わ
り
ま
す
。
高
梁
地
方
振
興

局
は
備
中
県
民
局
高
梁
支
局
と
な
り
、

高
梁
市
域
を
所
管
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
真
庭
市
の
一
部
と
な
る
北
房
町

域
は
美
作
県
民
局
真
庭
支
局
の
所
管
と

な
り
、
吉
備
中
央
町
は
備
前
県
民
局
の

所
管
と
な
り
ま
す
。）

再
編
に
よ
り
、
高
梁
支
局
で
行
う
業

務
も
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
が
、
旅
券

発
給
、
税
の
収
納
、
納
税
証
明
の
発
行

な
ど
の
県
民
の
生
活
に
直
結
し
た
窓
口

対
応
業
務
や
自
然
災
害
、
健
康
被
害
な

ど
へ
の
初
期
対
応
の
業
務
等
は
、
引
き

続
き
高
梁
支
局
で
行
う
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

な
お
、
４
月
か
ら
備
中
県
民
局
（
現

在
の
倉
敷
地
方
振
興
局
庁
舎
に
設
置
）

に
移
行
す
る
主
な
業
務
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
市
町
村
へ
の
補
助
等
の
業
務

県
が
補
助
す
る
医
療
費
助
成
、
地
域

福
祉
対
策
メ
ニ
ュ
ー
事
業
、
団
体
営
土

地
改
良
事
業
補
助
な
ど

②
対
象
が
限
ら
れ
る
許
認
可
等
の
業
務

廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
、
社
会

福
祉
法
人
施
設
指
導
・
監
査
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
指
導
・
監
査
な
ど

③
一
定
規
模
以
上
の
公
共
工
事
の
計

画
・
設
計
・
建
設
の
業
務

道
路
建
設
工
事
、
河
川
改
修
工
事
、

県
営
土
地
改
良
事
業
な
ど

④
そ
の
他
、
集
約
す
る
こ
と
で
専
門
性

を
増
し
、
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
業
務

農
地
転
用
許
可
、
火
薬
・
煙
火
消
費

―
高
梁
地
方
振
興
局
は
備
中
県
民
局
高
梁
支
局
に
―

許
可
・
届
出
、
市
町
村
振
興
計
画
等
の

協
議
、
選
挙
事
務
、
観
光
振
興
な
ど

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
…
平
成
17
年

度
は
、
引
き
続
き
現
在
の
場
所
で
普
及

指
導
業
務
を
行
い
ま
す
。
今
後
、
農
業

改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
必
置
規
制
の
廃

止
な
ど
を
内
容
と
し
た
農
業
改
良
助
長

法
の
一
部
改
正
法
の
施
行
に
伴
い
、
平

成
18
年
４
月
の
県
民
局
へ
の
統
合
を
含

め
設
置
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を

検
討
し
ま
す
。

保
健
所
…
平
成
17
年
度
は
、
引
き
続
き

現
在
の
場
所
で
保
健
・
衛
生
業
務
を
行

い
ま
す
。
今
後
、
平
成
17
年
度
末
ま
で

の
岡
山
県
保
健
医
療
計
画
（
２
次
保
健

医
療
圏
）
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
健
康
危
機
管
理
体
制
の

確
保
や
、
市
町
村
合
併
の
動
向
を
踏
ま

え
、
保
健
所
の
設
置
の
あ
り
方
に
つ
い

て
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。

▼
犬
･
ね
こ
の
引
き
取
り
（
有
料
）

保
健
所
で
実
施
し
て
い
た
犬
･
ね
こ

の
引
き
取
り
は
、
４
月
１
日
か
ら
岡
山

県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
（
御
津
町
）
で

行
い
ま
す
が
、
第
１
・
第
３
金
曜
日
10

時
30
分
〜
11
時
30
分
に
限
り
保
健
所
で

も
引
き
取
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
（
4
０
８
６
７
@4
９
５

１
２
）
ま
で

Y
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高梁地域局住民福祉課では、次のとおりふるさ
とづくり基金助成事業を募集します｡

対　象 今年5月以降に開始し、来年3月末まで
に完了する高梁地域（旧高梁市）の団体等が行
う次の事業に関するもの

◎地域振興に関する事業
地域、団体および個人が行う地域づくり、地

場産業の振興等で、地域振興・活性化につなが
る特色あるハードおよびソフト事業

◎人材育成に関する事業
地域振興・国際交流施策推進のためのリーダ

ー等の育成事業。地域振興・国際交流のための
担い手となるボランティアの育成事業

◎国際交流に関する事業
地域、団体および個人が行う人的・文化・経

済・技術・学術交流等の各種国際交流事業。国
際交流促進のための組織づくり活動事業｡国際交
流促進のため必要な施設等の整備事業｡地域の国
際化と地域振興、活性化をさせる国際交流事業

締め切り…4月25日（月）

Y高梁地域局住民福祉課4@10282

市
内
の
高
等
学
校
、
専
門
学
校
、
短

期
大
学
、
大
学
の
卒
業
生
の
中
か
ら
、

学
業
や
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
社
会
活
動
や
国
際
交

流
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
そ
の

活
動
が
優
秀
と
認
め
ら
れ
た
学
生
、
生

徒
に
贈
ら
れ
る
「
方
谷
賞
」
の
平
成
16

年
度
受
賞
者
が
決
ま
り
ま
し
た
。

同
賞
は
、
幕
末
の
備
中
松
山
藩
の
藩

政
改
革
を
成
し
遂
げ
、
藩
校
有
終
館
や

私
塾
で
子
弟
の
教
育
に
あ
た
っ
た
郷
土

の
偉
人
山
田
方
谷
先
生
を
顕
彰
し
、
今

後
も
社
会
に
お
い
て
、
有
能
な
人
材
と

し
て
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
創
設
し

て
い
る
も
の
で
す
。
学
校
か
ら
の
推
薦

を
受
け
て
毎
年
、
各
校
か
ら
一
人(

吉

備
国
際
大
学
は
別
に
留
学
生
一
人)

が

表
彰
さ
れ
ま
す
。
受
賞
者
に
は
、
賞
杯

の
盾
と
記
念
品
と
し
て
、
山
田
方
谷
の

生
き
方
を
著
し
た
「
炎
の
陽
明
学(

矢

吹
邦
彦
著)

」
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

〔
受
賞
者
の
皆
さ
ん
〕

高
梁
市
立
宇
治
高
等
学
校

綱
島
茂
樹
さ
ん(

大
佐
町)

高
梁
市
立
松
山
高
等
学
校

逸
見
和
寿
さ
ん(

哲
多
町)

岡
山
県
高
梁
日
新
高
等
学
校

陳
　
微

ち
ん
て
い
び

さ
ん(

中
国)

岡
山
県
立
高
梁
工
業
高
等
学
校

石
井
功
一
さ
ん(

頼
久
寺
町)

岡
山
県
立
高
梁
高
等
学
校

田
島
美
月
江
さ
ん(

下
町)

岡
山
県
立
成
羽
高
等
学
校

岡
本
圭
司
さ
ん(
備
中
町
布
瀬)

岡
山
県
立
川
上
農
業
高
等
学
校

川
上
美
幸
さ
ん(

井
原
市)

順
正
高
等
看
護
専
門
学
校

山
u
莉
紗
さ
ん(

岡
山
市)

順
正
短
期
大
学

飛
田
朋
子
さ
ん(

岡
山
市)

吉
備
国
際
大
学

岩
u
地
典
さ
ん(

横
町)

吉
備
国
際
大
学
（
留
学
生
）

き
ん
わ
ん

さ
ん(

中
国)

模
範
学
生
を
称
え
る

将来社会に貢献し得る、有為な人材を育成する
ことを目的として、市では高等学校、大学等に在
学する学生で、経済的理由により就学困難な人に
対し、奨学金の貸付を行います。

1 応募資格 ①高梁市に本籍を有し、または高梁
市に引き続き5年以上住所を有す
る人
②品行方正にして学業成績優秀な人
③身体、精神ともに健全にして成業
の見込みのある人　　　
④他の奨学金制度から貸付金を受け
ていない人

2 応募方法 奨学金借入申請書に「出身学校長ま
たは在学校長の推薦書」「入学許可
証の写しまたは在学証明書」「家族
の前年中の所得証明書」を添えて、
高梁市教育委員会へ申し込むこと。
※奨学金借入申請書は、教育委員会
および同各分室で配布します。

3 募集期間 4月1日（金）～4月28日（木）
4 募集定員 高等学校生徒・大学等学生　

各5人程度
5 貸付月額

高等学校生徒 18,000円

大学等に在学する学生 44,000円

6 奨学金の返還 奨学金は、その学校を卒業後満
1か年を経過した翌月から、貸与を
受けた月数の3倍に相当する期間中
に、その金額を月賦、半年賦または
年賦で返還していただきます。
【例：3年間貸与を受けた場合…1年
間据え置き9年間で返還】
なお、奨学金を辞退した場合、退

学等の場合は、卒業を待たずに返還
していただきます。

Y教育委員会教育総務課総務係4$29080


